
 

 

 

 

 

なんとなく地域に貢献したいと思っている方は是非！ 

 

入 団 資 格 

年齢が１８歳以上、大治町内に在住、在勤の方等 

※男女問いません！どなたでも入団できます！ 
 

活 動 内 容 

平常時…災害時の訓練や応急手当の普及指導、広報活動など 
災害時…火災時の消火活動、大規模自然災害時の情報収集・広報・救助活動など 

 

待 遇 
・年額報酬（団員 年間 24,000 円） 

・災害や訓練などに出動した場合に日額での報酬（1日3,500 円） 
※消防団員は特別職の地方公務員です。報酬額は令和 4年１１月 1日現在です。 

 

・消防団活動中の負傷に対しての補償・共済制度  
 

・５ 年以上勤務された方には、退職金を支給します。 

※詳細は消防団員等公務災害補償等共済基金 HPをご覧ください。 →   

 

年間行事・活動  
 

※定例行事ですが、変更、追加する場合があります。 
4月 新規団員のための基礎教育を中心とした訓練 
5月 幹部クラスの団員を中心とした訓練 
6月 海部地方７市町村が合同で行う水防訓練 
9月 海部東部消防組合とあま市消防団との合同で行う行事 

11月 火災予防のための積載車で町内を回るパレード 
12月 防火啓発のために年末の夜に呼び掛けを行う行事 
1月 年初めの訓練 
※年２回程度、消防署の指導のもと、放水、救急、救助訓練等を行っています。 
（その他、地域の行事にも参加します。） 

 

 

こちら 

その他詳細はお問い合わせを！ 

大治町役場 防災危機管理課 
TEL 052-444-2711 

 


